


は　じ　め　に

（財）河川環境管理財団は昭和50年に設立され，河川環境の整備・保全に関する総合的な調査研究，研究

成果の活用も踏まえた各種啓発活動，河川公園等の管理，河川整備基金の運営などを実施し，これらの事業

並びに事業成果の社会還元をもって，国民から求められる河川環境の質の向上の確保に努めていくとともに，

国民の生活環境の向上に寄与することを目的として事業を行っています．

この目的達成と調査研究部門の一層の充実を図るために，平成4年に（財）河川環境管理財団に河川環境

総合研究所が創設されて16年が経過しました．現在は，各地域のニーズに対応するため，研究第1部～第4

部（東京本部），研究第5部（大阪研究所），北海道事務所，名古屋事務所を設置して調査研究業務を行うと

ともに，本部と地方事務所との連携による研究体制の充実を図りつつ効果的かつ効率的な業務遂行に努め

ています．

また，平成18年度を初年度とした「河川環境管理財団基本計画」に基づき，社会的要請の高い課題に対し

て計画的に調査・研究するため、重点プロジェクト研究を実施していくこととしています．その主要なテー

マは以下のとおりです．

1）河川環境教育の推進に関する調査研究

2）河川における市民連携の推進に関する調査研究

3）河川の水環境の保全に関する調査研究

4）河川環境の整備と保全及び河川利用に関する総合的な調査研究

5）河川の維持管理に関する調査研究

河川環境総合研究所では，これらの重点プロジェクト研究に対する調査研究を体系的に推進しながら，事

業実施における技術的課題の解決に向けた調査研究業務などを積極的に進めております．本報告は，このよ

うな調査研究の成果を広く関係の方々に活用していただくとともに，適切に社会還元を図っていこうとする

ものであり，今年度で第14号を発行することができました．これもひとえに国土交通省をはじめ関係各位の

ご指導，ご支援の賜物であり，ここに厚く御礼申し上げる次第です．

とくに，本報告は現場での活用を念頭においており，現場の第一線における河川環境への取り組みに資す

ることができれば幸いです．

今後も，わが国の河川環境の現状と国民のニーズを十分把握し，社会の要請に的確に応えていくべく，一

層の努力をしてまいる所存ですので，関係各位の暖かいご指導，ご支援をお願い申し上げる次第です．
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1．河川環境教育および河川における市民連携の
推進に関する調査研究



1. はじめに

平成20年7月は，神戸市の都賀川において急な増

水で5名が亡くなるなど，例年になく痛ましい水難

事故が発生した．川は最も優れた環境教育の場であ

り，河川学習や人格形成の場でもある．そのような

川の魅力を認識し「川に学ぶ社会」の構築を目指し

て取り組んでいるところであるが，水難事故につい

ては大きな課題である．

本稿では，水難事故の低減に向けて，過去の河川

水難事故の発生動向を分析するとともに，注目すべ

き事故事例について詳細分析を行った．さらに現状

の水難事故防止対策の取り組み状況と比較すること

で課題を整理し，今後の方向性について整理した．

2. 河川における水難事故防止施策経緯

わが国の河川行政は，古くから治水，利水に取り

組み，その結果，洪水や渇水についてはある程度の

改善がみられてきた．しかし一方で，川の構造改変，

水質汚濁及び「川は危険だ」という意識の拡がりな

どから，人間の川離れを誘発してきた．本来，川は

人間の生活から最も近い自然空間であり，様々な資

質や能力を育成させることのできる優れた学びの空

間であったが，そのような川の多面的な価値が活か

されてこなかったと言える．

そこで国土交通省では，平成9年の河川法改正を

契機として，平成10年6月に「『川に学ぶ』社会をめ

ざして」の報告を出し，人間を再び川に呼び戻し，

流域ごとに特徴ある川と人間社会の関係の再構築に

取り組んできた．しかし一方で，平成11年8月の玄倉

川での事故に代表されるように多くの水難事故が発

生した．そのため，平成12年10月に「恐さを知って

川と親しむために」の提言を出し，大きく4本の柱を

たてて安全な河川利用に向けて取り組んできた．

それでも，河川水難事故は依然として全国各地

で発生しており，特に平成18年8月には，河川の急

な増水による水難事故が連続して発生した．同省

では，その後ただちに検討会を設置して，平成19

年6月に「急な増水による河川水難事故防止アクシ

ョンプラン」を公表し，河川水難事故の防止に取

り組んできた．

平成20年7月には，冒頭に記した都賀川において，

10分間に1m以上も水位上昇するほどの急な増水に

よる水難事故が発生した．これは，避難時間がほと

んど確保できないという新しい事象であるが，近年

のゲリラ豪雨の多発状況に鑑みると，今後も各地で

発生する可能性がある．そこで同省では，河川特性

も考慮しつつ，「中小河川における水難事故防止策

の検討」を進めている．
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3. 水難事故の動向分析

3.1 データ収集

水難事故のデータについては，毎年警察庁から

提供されている「水難事故概況資料」と，新聞や

インターネット等で取り上げられた報道資料の2つ

のデータを用いた．それぞれのデータには一長一

短があったため，お互いを補完しあう形で用いる

こととした．

3.1.1 警察庁の水難事故概況資料

本データは，警察より毎年発表されているもの

である．事故調書に基づいて作成されており，事

故件数は実態に近いものとなっている．しかしな

がら，提供される情報は事故件数や場所別，年齢

別の水死者数など，限定的な内容となっている．

そのため，全体的な推移を把握するには適してい

るが，詳細分析には不適なデータとなっている．

本稿では，平成11年から平成18年の過去8年分の

データを対象とした．

3.1.2 新聞，インターネット報道資料

本データは，新聞やインターネット等で報道され

た記事をその都度収集してきたものである．このデ

ータは報道されたもののみが対象となるため，実態

よりも件数が少ない可能性がある．しかし，一事例

あたりの情報量は詳細な内容まで含まれており，事

故の詳細分析には適している．

このデータについては，平成15年から平成19年ま

での過去5年間分を対象とし，合計477件のデータを

収集した．

3.2 水難事故の動向分析結果

3.2.1 水難事故件数，水死者数の推移

水難事故の発生件数と水死者の推移を図3･1に示す．

事故発生件数は平成15年頃までは減少傾向を示し

ていたが，ここ5年は横ばいで推移している．また，

水死者全体数についても同様の傾向を示している．

一方，子どもの水死者数については，平成11年以降

ほとんど変化していない状況となっている．

このうち水死者数について，場所別，年齢別の推

移を図3･2に示す．

海の全体数を見ると，図3･1の発生件数のグラフ

と同じように，減少傾向を示したあと，ここ5年く

らいは横ばい傾向を示している．一方，河川の方で

は平成11年以降，ほぼ横ばいとなっていることがわ

かる．

以上のことから，河川においては，平成11年から

現在まで水死者数がほとんど減っていないと言える．

また子どもの水死者数をみると海よりも河川の方が
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図3･1 水難事故件数，水死者数の推移

表2･1 急な増水による河川水難事故防止
アクションプラン



多くなっており，特に平成19年には子どもの水死者

数が急増している状況が見て取れる．すなわち，河

川において，特に子どもの水難事故は改善されてい

ない状況にあると考えられる．河川管理者としても，

まずこの現状を認識しておくことが必要である．

3.2.2 水難事故の発生シーズン

前節までの結果を踏まえ，本節以降では，河川に

おける水難事故について，新聞報道データを用いて

詳しく分析する．

水難事故の発生シーズン（月）の状況を図3･3に

示す．

発生月は概ね5～9月が多く，特に7～8月が多くな

っている．また，行動内容についても各月で傾向が

見られ，7～8月は遊泳や大人同伴での川遊びによる

事故が多く，5，9月はカヌー等による事故の割合が

多くなっている．

3.2.3 水難事故の発生時間帯

水難事故の発生時間帯の状況を図3･4に示す．

発生時間帯については，13～17時が多く，特に14

～16時が多くなっている．この時間帯は，一般に集

中力の切れる危険な時間帯であると言われている

が，今回の分析結果からもそれが裏付けられている．

利用者が多い時間帯でもあるが，その点を考慮して

も注意すべき時間帯であると言えるだろう．

3.2.4 水系別の水難事故発生状況

水系別の水難事故発生状況を図3･5に示す．

水系別に見ると，淀川水系や長良川水系（長良川

とその支川は，河川管理上は木曽川に属しているが，

本稿では別の水系として取り扱った．）など，事故

が多発している水系が存在していることがわかる．

次いで多摩川水系や利根川水系，紀の川水系，木

曽川水系などで多くなっている．これらは，共通点

として大都市を流域内に擁するか，あるいは流域が

大都市圏に近接して位置していることがあげられ

る．大都市圏は人口が多いことから，川遊びやレジ

ャーで訪れる利用者も多いと考えられ，そのような

水系は特に注意が必要である．
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図3･4 水難事故発生時間帯図3･2 水難事故件数，水死者数の推移

図3･3 水難事故発生シーズン（月）



ここで，特に発生件数の多い2水系（淀川，長良

川水系）について詳細をみると，淀川水系（図3･6）

では，琵琶湖で11件，保津川で8件，加茂川，宇治

川で6件ずつとなっており，同じ河川で頻発してい

る状況が伺える．特に保津川においては，保津峡付

近で一年間に5件もの水難事故が発生するような事

故多発地点が存在している．

長良川水系（図3･7）においても，事故の頻発す

る河川が存在しており，長良川だけで22件の水難事

故が発生している．長良川の事故地点を見ると，大

きく分けて4つの地点に集中していることがわかる．

特にNo.4の千鳥橋付近は，昔から事故多発地点とし

て知られていた場所であり，そのような場所で平成

19年に改めて2件発生したケースである．

3.2.5 行動区分別の水難事故発生状況

事故時の行動区分別の事故発生状況を図3･8に

示す．

行動区分別の事故発生状況をみると，「遊泳」が

最も多く，次いで「子どもの川遊び」や「釣り・遊

漁」「大人同伴での川遊び」，「ボート，カヌー等の

レジャー」が多くなっている．

また，全件について事故発生形態を見てみると，

「水にのまれる」が最も多く，次いで「岸から転落」，

「水路に転落」，「ボート転覆」，「釣り」といったキ

ーワードが多くみられる．

中には冒頭に例示した都賀川の事故のように，

「急な増水」や「鉄砲水」によるものも複数件発生

していることがわかる．

なお，ここで最も注目すべきことは，「大人同伴

の川遊び」において，44件中13件で二次災害が発生

しているということである．大人がついていても，

－26－

図3･5 水系別水難事故発生状況

図3･6 淀川水系の詳細な事故発生状況

図3･7 長良川水系の詳細な事故発生状況

図3･8 行動区分別の事故発生状況



いざ子どもが溺れたときには，救助に入り逆に自分

が被害に遭ってしまうケースが3割発生している．

なお，5年間の二次被害者総数は46人となっており，

死亡率は74％にものぼっている（図3･9）．

3.2.6 河川構造物との関連について

河川構造物との関連に図3･10に示す．

河川構造物との関連では，取水堰・頭首工に絡ん

だ事故が多発している．堰周辺では，その存在によ

って複雑な流れが発生することが多く，それが水難

事故の要因となっている可能性が考えられる．

3.3 動向分析結果からの教訓

以上，水難事故の動向について整理してきた．こ

のような見方をすると，水難事故の多発する時期や

時間帯，行動内容などに幾つか傾向を見出すことが

でき，また事故多発地点の存在や河川構造物との関

連性を捉えることができる．

今後はこれらの結果を踏まえて，例えば適切な時

期に適切な行動に対する注意喚起をしていくこと，

あるいはパトロールや警報発令などの，注意喚起の

際に時間帯が関係する場合には，事故の多発する時

間帯の存在に留意して取り組んでいくことが求めら

れる．また，多発地点の事故については，詳細な分

析を行えば危険予測及び回避が可能であると考えら

れ，分析に裏付けされた効果的な取り組みを実施し

ていくことが求められる． 二次災害が多発してい

る件も，例えば，河川利用者に対して水難救助の難

しさを含めて川のリスクマネジメントについての知

識を幅広く指導していくことが必要である．

4．注目すべき水難事故事例分析

本章では，前章で整理した事例の中から，同じ地

点で繰り返し事故が発生している「事故多発地点」

と「河川構造物（ローヘッドダム）」に関する事故

を取り上げ，詳細分析を行った．そこには，注目す

べき複雑な流れが存在しており，河川利用者の安全

に向けた啓発活動において，是非把握しておくべき

内容が含まれている．

4.1 事故多発地点の事例1（長良川の事例）

長良川の4か所の事故多発地点の中から，複雑な

流れに起因していると考えられる千鳥橋付近の事例

について取り上げる．
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図3･9 二次被害者の状況

表3･1 事故発生形態別の件数

図3･10 河川構造物と水難事故との関連



写真4・1は現場の空中写真である．

この地点は昔から事故多発地点として知られてい

るところであり，これまでにも看板の設置など，水

難事故防止に向けた取り組みが行われてきたところ

である．そのような取り組みの成果が得られたかと

思われた矢先に平成19年の事故が発生した．

川は写真の右から左方向に流れており，左岸に張

り出した岩盤に突き当たって大きく右へと湾曲して

いる．本地点には右岸側に大きな河原があり，バー

ベキュー等の利用客で賑わっている．ここでの事故

の多くは，そのような利用客が川に立ち入って溺れ

てしまったものである．

本地点は，右岸側の河原からみると写真4･2のよ

うに見え，一見するととても穏やかな流れであると

受け取れる．利用者はこの雰囲気により，軽い気持

ちで川に入り，対岸の岩盤まで泳ごうとして溺れた，

また飲酒による判断ミスや体力低下が原因となって

溺れた可能性が考えられる．

この現場を左岸の遊歩道から見下ろすと，写真4･

3のようである．

この写真を見てもわかるとおり，乱雑な波紋や円

形の渦が入り乱れた複雑な流れとなっている．

この現場に潜った経験のある水中カメラマンに水

面下の様子をヒアリングしたところ，以下のような

興味深い証言が得られた．

・水衝部にあたる岩盤は，水面下でえぐられてお

り，アンダーカットされた状態になっている．

・そのアンダーカット部に向かって勢いよく向か

う流れが生じている．その流れに呑まれると強

く引き込まれる力を受ける．

・岩盤前の淵は水深20m近くあり，底面方向へ引

き込む流れや，湧水で湧き上がる流れが入り乱

れている．

・材木の破片が浮いた場合，渦に吸い込まれて見

えなくなり，しばらくすると下流に浮いてくる

という現象が見られる．

この付近では右岸の浅場から左岸の岩盤前に形成

された淵に向けて急に落ち込み，また淵には流れの

変化によって生じた川底方向，および岩盤のポケッ

トへと強く引き込む渦が発生している（図4･1）．利

用者は浅場から深みに立ち入って溺れ，その後，渦

に巻かれた可能性が考えられる．

本地点での事故に対する取り組みとしては，まず

上述した複雑な流れの特性をしっかりと解明し，危
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写真4･1 長良川・千鳥橋付近の写真

写真4･2 右岸側から見た事故現場

写真4･3 左岸側から見下した事故現場



険内容を具体的に利用者へ知らせることが必要であ

る．また，夏場などの利用者の集中する時期には，

巡視を行うとともに日頃から川の安全な利用に関す

る指導の実施と指導者の育成が求められる．

4.2 事故多発地点の事例2（保津川の事例）

京都の保津川の事例は，平成15年の1年で5件もの

事故が相次いで発生した地点である．

現場付近の河道は，峡谷を左右に蛇行しながら流

れており，保津峡駅付近では，南から北に流れてき

た保津川が，駅北側の左岸にある『壁岩』と呼ばれ

る大岩壁にぶつかり，右に急湾曲して東方向へ直角

に流向を変えている（図4･2）．屈曲点の右岸側には

州浜が形成されており，平安時代にこの付近で清和

天皇が鵜飼をして川遊び楽しんだという伝承もあ

り，「鵜飼が浜」，「うこうの浜」と呼ばれている．

この地点は，京都市内の中心部からJR山陰本線

を利用すれば約30分で訪れることができ，夏場のシ

ーズンを中心に，バーベキューや川遊びに訪れる利

用者が多い．

写真4･5は事故発生地点を左岸側からみた状況で

あるが，ここでの事故の多くは，流れの幅の狭い早

瀬の瀬尻付近（黄色点線）を対岸に向けて渡ろうと

して，瀬の流圧を受けて壁岩手前の淵方向（黄色破

線矢印）に流されて，溺れたものと考えられる．

本地点について，事故原因の詳細を解明するため

に現地視察を行ったところ，以下のような不思議な

現象を確認した．

・表面流をみると，瀬から壁岩までは流れを確認

したが，ぶつかったあとの下流方向への流れは

確認できなかった．

これは推測になるが，おそらく千鳥橋の事例と同

じように，水面下で，壁岩がアンダーカットされて

おり，表面流はそのような下層に流れ込んで流下し

ているものと考えられる（図4･3）．
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図4･1 千鳥橋付近の地形や流れのイメージ図

図4･2 保津峡付近の地形図

写真4･4 水衝部付近の写真

写真4･5 事故発生地点の写真



きず，運よく抜け出せない限りその場に捕獲された

ままとなる．仮にPFD（Personal Floating Device：

個人用浮力具のこと．救命胴衣など）を装着してい

た場合であっても，泡（ホワイトウォーター）の存

在により必要な浮力が確保できず，水面下に捕獲さ

れる可能性もある．また，このようなローヘッドダ

ムは，横断方向に一様に築かれており，通常，循環

流（リサーキュレーション）も横断方向に均一に形

成されている．そのため，横断方向へ逃げることも

できず，このことが脱出をさらに困難にさせる要因

にもなっている．

このようなローヘッドダムに起因する事故に対

する取り組みとしては，堰直下に形成されている

複雑な流れの存在を河川利用者に対して具体的に

周知することが必要である．また，ローヘッドダ

ムが横断方向に一様に形成されていることが循環

流からの脱出をさらに困難にさせていることから，

河川構造物の設計方法についても検討していくこ

とが求められる．
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このように，保津峡の事故多発地点においても，

長良川と同じように，一見穏やかに見えるが，水面

化では複雑な流れが形成されており，利用者はその

流れに引き込まれて溺れた可能性がある．水難事故

防止の観点からの水理学的な流れの解明は，一般的

に今まではなされていないが，今後はこのような視

点での調査・研究も必要である．

本地点での事故に対する取り組みとしては，まず

現地測量や潜水観察を行なうことによって水面下の

地形を調査するとともに，その結果を踏まえて水理

実験等を行ない，流れの特性を把握することが必要

である．そして，その情報を元に具体的な危険内容

を利用者に知らせる取り組みが必要である．その際，

流れの特性をわかりやすく伝えるための教材作りも

求められる．

4.3 河川構造物に起因する事故事例

河川構造物に起因する事故事例としてローヘッド

ダムを取り上げる（写真4･6）．

これはローヘッドダムでよく見られる光景である

が，注目したいポイントは堰直下の白く泡立ってい

るところである．

ここの水面下では，図4･4に示すとおり，オーバー

フローしてきた水が堰直下で落ち込み，その流れが

湧き上がることを繰り返す循環流が形成されている．

この渦は，リサーキュレーションと呼ばれている．

このような場所では，下流へ流れていくことがで

写真4･6 河川構造物（ローヘッドダム）

図4･4 ローヘッドダムの流れのイメージ図

図4･3 保津峡付近の流れのイメージ図



5．水難事故防止に向けた取り組み事例

5.1 河川管理者の取り組み状況と具体事例

5.1.1 河川管理者の取り組み概況

冒頭に示したとおり，河川管理者は「恐さを知っ

て川と親しむために」の提言を受けて以来，様々な

取組みを実施してきている．図5･1は，平成18年に

全国の197事務所に対して取り組み状況のフォロー

アップアンケートを行った結果であり，全34項目に

ついて取り組んでいる．

中でも，以下の4項目が多く取り組まれているこ

とがわかる．

・インターネット等を活用した河川に関するきめ

細かい情報提供

・関係機関との連絡体制の確認

・看板を用いた現地での危険情報提供

・出前講座等による教育における啓発

5.1.2 取り組み事例

水難事故防止に向けた取り組み事例として，平成

20年度時点で具体的に行なわれている事例を幾つか

例示する．

1）きめ細かいレーダー雨量情報の提供

国土交通省河川局では，「川の防災情報」で1km

メッシュのレーダー雨量情報を携帯電話等でも受信

できるように提供している．
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図5･1 河川管理者の取り組み状況（H18年度調査）

図5･2 川の防災情報イメージ図



2）危険性を啓発するリーフレットの作成・配布

特に急な増水の危険性について利用者の理解と関

心を高めるために取り組まれたものであり，平成19

年度に全国の関係機関に配布するとともに，コンビ

ニ等の河川利用者が手にしやすい場所に常備してい

る．（図5･3，図5･4）

3）看板等による多様な注意・喚起

河川名標識を用いて注意喚起を行っている事例で

あり，平常時は河川名を表示しているが，ダム放流時

には増水に注意する内容に切り替えている．（図5･5）

4）川の安全講座の促進

川の安全講座等の促進として，川での指導方法や

レスキュー方法，心肺蘇生法などの講習会を開催し

ている．（写真5･1，写真5･2）スローロープの使い方

や人工呼吸の仕方等について，実習も行なっている．

5.2 取り組み事例の課題検討

現地やダム下流における危険情報の提供について

は，看板を用いた事例が数多く取り組まれていると

ころであるが，中には効果的な啓発になっていない

事例がある．ここでは，そのような事例について，

特に4章で取り上げた保津川と長良川を例にとって，

課題を検討し，今後の看板設置のあり方について提

案する．

5.2.1 保津川の事例

保津川（保津峡）地点は，保津峡駅からアクセス

しやすい地点となっており，駅のホームから右岸の

河岸に通じる通路に危険告知看板が設置されている

（写真5･3）．
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図5･4 啓発リーフレット（裏面）

図5･5 河川標識を用いた注意看板

写真5･1 安全対策実習風景

写真5･2 救命救急実習風景

図5･3 啓発リーフレット（表面）



この看板は，具体的な危険内容が不明であり，河

川利用者が何を注意すればよいのか効果的に伝わっ

ていないと考えられる．流れの特性を解明し，どの

場所がどのような理由で危険なのかを写真やイラス

ト等を用いながら明記することによって，より効果

があがるものと考えられる．

5.2.2 長良川（千鳥橋）の事例

千鳥橋付近では，右岸の河原に車でアクセスでき

るように進入路が設けられており，看板はその入り

口に設置されている．

記載内容は写真5･4のとおりである．

この看板は，内容は具体的に示されており，利用

者にも注意すべき事項が伝わるものとなっている．

しかしながら，設置場所が，車の進入路入口（事故

現場から離れた場所）となっており，看板自体の存

在が利用者に認識されていない可能性がある．より

危険個所に近い場所に設置するなど，設置場所を再

検討することによりさらに効果が上がるものと考え

られる（写真5･5）．

6．今後の取り組みについて

6.1 今後の取り組み概要

以上，水難事故の動向を整理するとともに，注目

すべき水難事故の留意点，現状の取り組みの課題に

ついて整理してきた．事故の中には，複雑な流れに

起因していると考えられる事例も挙げられたが，一

方で，そのような流れの特性がどの程度の危険性を

有するかが明確になっていないという課題も浮き彫

りになった．

今後，効果的な取り組みを実施していくためには，

まず不明確なままとなっている複雑な流れの特性を

分析し，原因究明を行うことが必要である．また，

その情報を踏まえて，河川利用者に具体の危険情報

を伝えるための教育教材を作成すること，日頃から

川の指導者育成に取り組むことも必要である．さら

に，今後，河川構造物のあり方についても必要に応

じて検討していくことが求められる．

6.2 具体的な取り組み内容

具体的な取り組み内容を以下に示す．

●流れの特性や事故原因の究明

・現地測量あるいは潜水観察により，水面下の地形

を把握するとともに，水理実験を実施し，流れの

特性を解明する．

●河川管理者，利用者への教育（教材作成）

・イメージしづらいような複雑な流れを現地，ある
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写真5･3 保津峡付近に設置された看板

写真5･4 千鳥橋付近に設置された看板

写真5･5 千鳥橋付近の設置看板の位置



いは模型実験により撮影し，可視化した学習教材

を作成する．

●川の指導者育成

・川の指導者資格「川に学ぶ体験活動協議会(通称：

RAC)」の取得を推進する．

●河川構造物のあり方検討，改修での安全改善

・川の安全利用に関する知識を習得し，その情報を

踏まえて設計を検討する．

・北海道の豊平川では，老朽化した河川構造物の改

修時に安全に配慮した設計を行なうなど安全利用

について検討している．
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